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令和６年能登半島地震による災害の発生に伴う 

建設業法等上の特例措置等について 
 
平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
令和６年能登半島地震については、「特別非常災害の被害者の権利利益の保全

等を図るための特別措置法に関する法律」に基づき、１月１１日付けで公布・

施行された「令和６年能登半島地震による災害についての特別非常災害及びこ

れに対し適用すべき措置の指定に関する政令」及び「国土交通省告示第１２号」

により、各法律や規程で延長に関する措置や義務の免責に関する措置等が実施

されることとなった旨、国土交通省より通知がありました。 
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件につきまして貴会会員企

業の皆様へ周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
（添付資料） 

 （建設業法）令和６年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上

の特例措置等について 
 （建設リサイクル法）令和６年能登半島地震による災害の発生に伴う建

設リサイクル法上の特例措置等について 
 （浄化槽法）令和６年能登半島地震の発生に伴う浄化槽法上の特例措置

等について 
 （ストックヤード運営事業者登録規程）令和６年能登半島地震による災

害の発生に伴うストックヤード運営事業者登録規程上の特例措置等に

ついて 
 

以 上 
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